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第 二 章 か ら 第 六 章 ま で  （ 略 ）  

附 則  

第 一 条 か ら 第 八 条 の 十 八 ま で  （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 八 条 の 十 八 ま で  （ 略 ）  

第 九 節  特 殊 の 構 造 方 法 又 は 建 築 材 料 等 の 適 用 の 除 外  

（ 適 用 の 除 外 ）  

第 八 条 の 十 九  法 第 三 十 八 条 に 規 定 す る 建 築 物 に つ い て 、 こ

の 条 例 の 規 定 に 適 合 す る も の と 同 等 以 上 の 効 力 が あ る と 知

事 が 認 め る 場 合 に お い て は 、 当 該 規 定 は 適 用 し な い こ と が

で き る 。  

２  令 第 百 九 条 の 二 の 二 に 規 定 す る 特 定 避 難 時 間 倒 壊 等 防 止

建 築 物 に つ い て は 、 第 七 条 、 第 十 条 の 五 及 び 第 三 十 八 条 の

規 定 は 、 適 用 し な い こ と が で き る 。  
（ 新 設 ）  

第 九 条  （ 現 行 の と お り ）  第 九 条  （ 略 ）  

（ 路 地 状 敷 地 の 制 限 ）  

第 十 条  （ 現 行 の と お り ）  

一  （ 現 行 の と お り ）  

 

第 十 条  （ 略 ）  

一  （ 略 ）  



二  階 数 が 三 以 下 で あ つ て 、 延 べ 面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル

以 下 で 、 か つ 、 住 戸 又 は 住 室 の 数 が 十 二 を 超 え な い 共 同

住 宅 で 、 路 地 状 部 分 の 長 さ が 二 十 メ ー ト ル 以 下 で あ る も

の  
三  （ 現 行 の と お り ）  

四  前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 建 築 物 の 周 囲 の 空 地 の 状

況 そ の 他 土 地 及 び 周 囲 の 状 況 に よ り 知 事 が 安 全 上 支 障 が

な い と 認 め る 建 築 物  

 

 

 

 

二  （ 略 ）  

三  前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 建 築 物 の 周 囲 の 空 地 の 状

況 そ の 他 土 地 及 び 周 囲 の 状 況 に よ り 知 事 が 安 全 上 支 障 が

な い と 認 め る 建 築 物  

第 十 条 の 二  （ 現 行 の と お り ）  第 十 条 の 二  （ 略 ）  

（ 道 路 に 接 す る 部 分 の 長 さ ）  

第 十 条 の 三  特 殊 建 築 物 の 敷 地 は 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の

床 面 積 の 合 計 に 応 じ て 、 次 の 表 に 掲 げ る 長 さ 以 上 道 路 （ 前

条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 特 殊 建 築 物 の 敷 地 に あ つ て は 、 同

条 の 規 定 に よ り 接 し な け れ ば な ら な い 道 路 ） に 接 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

 

（ 現 行 の と お り ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 建 築 物 に つ い て は 、 適 用 し な

い こ と が で き る 。  

 一  第 十 条 第 二 号 に 規 定 す る 共 同 住 宅  

 二  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 建 築 物 の 周 囲 の 空 地 の 状 況

そ の 他 土 地 及 び 周 囲 の 状 況 に よ り 知 事 が 安 全 上 支 障 が な

い と 認 め る 建 築 物  

（ 道 路 に 接 す る 部 分 の 長 さ ）  

第 十 条 の 三  特 殊 建 築 物 の 敷 地 は 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の

床 面 積 の 合 計 に 応 じ て 、 次 の 表 に 掲 げ る 長 さ 以 上 道 路 （ 前

条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 特 殊 建 築 物 の 敷 地 に あ つ て は 、 同

条 の 規 定 に よ り 接 し な け れ ば な ら な い 道 路 ） に 接 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 建 築 物 の 周 囲 の 空 地 の 状 況 そ の 他 土

地 及 び 周 囲 の 状 況 に よ り 知 事 が 安 全 上 支 障 が な い と 認 め る

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 略 ）  

（ 新 設 ）  

第 十 条 の 四 か ら 第 十 一 条 の 四 ま で  （ 現 行 の と お り ）  第 十 条 の 四 か ら 第 十 一 条 の 四 ま で  （ 略 ）  



（ 四 階 以 上 に 設 け る 教 室 等 の 禁 止 ）  

第 十 二 条  小 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 並 び に こ れ ら に 類 す る 専

修 学 校 及 び 各 種 学 校 の 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 の 四 階 以 上

の 階 に は 、 教 室 そ の 他 の 児 童 又 は 生 徒 が 使 用 す る 居 室 （ 以

下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 教 室 等 」 と い う 。 ） を 設 け て

は な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 場 合 （ 特

別 支 援 学 校 並 び に こ れ に 類 す る 専 修 学 校 及 び 各 種 学 校 に つ

い て は 、 知 的 障 害 の あ る 児 童 又 は 生 徒 が 利 用 す る 部 分 に 限

る 。 ） は 、 こ の 限 り で な い 。  

一 及 び 二  （ 現 行 の と お り ）  

三  各 階 の 教 室 等 の 各 部 分 か ら 直 通 階 段 の 一 に 至 る 歩 行 距

離 又 は 避 難 階 の 教 室 等 の 各 部 分 か ら 屋 外 の 出 口 の 一 に 至

る 歩 行 距 離 が 三 十 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

（ 四 階 以 上 に 設 け る 教 室 等 の 禁 止 ）  

第 十 二 条  小 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 並 び に こ れ ら に 類 す る 専

修 学 校 及 び 各 種 学 校 の 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 の 四 階 以 上

の 階 に は 、 教 室 そ の 他 の 児 童 又 は 生 徒 が 使 用 す る 居 室 （ 以

下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 教 室 等 」 と い う 。 ） を 設 け て

は な ら な い 。 た だ し 、 小 学 校 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 要 件

に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

 

一 及 び 二  （ 略 ）  

三  各 階 の 教 室 等 の 各 部 分 か ら 直 通 階 段 の 一 に 至 る 歩 行 距

離 が 三 十 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

第 十 三 条 か ら 第 十 九 条 ま で  （ 現 行 の と お り ）  第 十 三 条 か ら 第 十 九 条 ま で  （ 略 ）  

（ 廊 下 の 構 造 ）  

第 二 十 条  （ 現 行 の と お り ）  

一  建 築 物 の 主 要 構 造 部 が 耐 火 構 造 又 は 令 第 百 十 二 条 に 規

定 す る 一 時 間 準 耐 火 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 （ 以 下

「 一 時 間 準 耐 火 構 造 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。  

 

二  （ 現 行 の と お り ）  

２  （ 現 行 の と お り ）  

一  建 築 物 の 主 要 構 造 部 が 耐 火 構 造 又 は 一 時 間 準 耐 火 構 造

で あ る こ と 。  

 

 

（ 廊 下 の 構 造 ）  

第 二 十 条  （ 略 ）  

一  建 築 物 の 主 要 構 造 部 が 耐 火 構 造 又 は 法 第 二 十 七 条 第 一

項 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 政 令 で 定 め る 主 要 構 造 部 の 準

耐 火 性 能 に 係 る 技 術 的 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 で あ る

こ と 。  

二  （ 略 ）  
２  （ 略 ）  

一  建 築 物 の 主 要 構 造 部 が 耐 火 構 造 又 は 法 第 二 十 七 条 第 一

項 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 政 令 で 定 め る 主 要 構 造 部 の 準

耐 火 性 能 に 係 る 技 術 的 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 で あ る

こ と 。  



二  （ 現 行 の と お り ）  

３  （ 現 行 の と お り ）  

二  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  
（ 寄 宿 舎 又 は 下 宿 の 制 限 の 緩 和 ）  

第 二 十 一 条  寄 宿 舎 又 は 下 宿 の 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 又 は

建 築 物 の 部 分 で 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 以

下 「 防 火 上 支 障 が な い 建 築 物 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、

第 十 一 条 の 四 の 規 定 は 、 適 用 し な い こ と が で き る 。  

一  令 第 百 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 自 動 ス プ リ ン ク ラ ー 設

備 等 設 置 部 分 （ 以 下 「 自 動 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 設 置 部

分 」 と い う 。 ） そ の 他 防 火 上 支 障 が な い も の と し て 国 土

交 通 大 臣 が 定 め る 部 分  

二  令 第 百 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 防 火 上 主 要 な 間 仕 切

壁 を 設 置 し 、 か つ 、 前 号 の 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 部 分 の

要 件 の う ち 、 住 宅 用 防 災 報 知 設 備 若 し く は 自 動 火 災 報 知

設 備 又 は 連 動 型 住 宅 用 防 災 警 報 器 を 設 置 し た 部 分  

２  第 十 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当

し 、 か つ 、 安 全 上 及 び 衛 生 上 支 障 が な い と 知 事 が 認 め る 建

築 物 又 は 建 築 物 の 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い こ と が で き

る 。  

一  寄 宿 舎 又 は 下 宿 に 用 途 を 変 更 す る も の で あ る こ と 。  

 二  防 火 上 支 障 が な い 建 築 物 等 で あ る こ と 。  

 三  当 該 建 築 物 の 形 態 上 そ の 他 の 事 情 に よ り や む を 得 な い

も の で あ る こ と 。  

３  防 火 上 支 障 が な い 建 築 物 等 で 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す

る 場 合 は 、 第 十 条 、 第 十 条 の 三 並 び に 第 二 十 条 第 二 項 及 び

第 三 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い こ と が で き る 。  

一  当 該 建 築 物 の 階 数 が 三 以 下 で あ る こ と 。  

 

第 二 十 一 条  削 除  



二  当 該 建 築 物 の 延 べ 面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る

こ と 。  

三  避 難 階 以 外 の 階 に お け る 寄 宿 舎 の 寝 室 又 は 下 宿 の 宿 泊

室 の 数 が 六 以 下 で あ る こ と 。  
四  寄 宿 舎 の 寝 室 又 は 下 宿 の 宿 泊 室 の 数 が 十 二 以 下 （ 自 動

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 設 置 部 分 は 除 く 。 ） で あ る こ と 。  

４  第 十 九 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 は 、 前 項 に 定 め る 要 件 に 該

当 す る 防 火 上 支 障 が な い 建 築 物 等 で 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る 窓 を 設 け て お り 、 か つ 、 当 該 窓 が 道 路 等 又 は 道

路 等 ま で 避 難 上 有 効 に 連 絡 さ せ た 幅 員 五 十 セ ン チ メ ー ト ル

以 上 の 屋 外 通 路 に 直 接 面 す る 場 合 に つ い て は 、 適 用 し な い

こ と が で き る 。  

一  各 居 室 か ら 直 接 屋 外 へ 通 ず る 窓  

二  第 十 七 条 に 規 定 す る 主 要 な 出 入 口 の ほ か 、 各 居 室 か ら

避 難 上 有 効 に 連 絡 さ せ た 共 用 の 部 分 （ 火 災 そ の 他 非 常 の

場 合 に 避 難 の 用 に 供 す る 部 分 と な る も の を 含 む 。 以 下

「 共 用 の 部 分 」 と い う 。 ） を 各 階 に 設 け 、 当 該 共 用 の 部

分 か ら 直 接 屋 外 へ 通 ず る 窓  

５  第 十 九 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 は 、 第 三 項 に 定 め る 要 件 に

該 当 す る 防 火 上 支 障 が な い 建 築 物 等 の う ち 、 当 該 建 築 物 の

階 数 が 二 以 下 で あ つ て 、 当 該 建 築 物 の 延 べ 面 積 が 百 平 方 メ

ー ト ル 以 下 で 、 か つ 、 寄 宿 舎 の 寝 室 又 は 下 宿 の 宿 泊 室 の 数

が 六 以 下 の 場 合 は 、 適 用 し な い こ と が で き る 。  

６  第 十 九 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 は 、 第 三 項 に 定 め る 要 件 に

該 当 す る 防 火 上 支 障 が な い 建 築 物 等 で 、 共 用 の 部 分 に 避 難

上 有 効 な バ ル コ ニ ー 又 は 器 具 等 （ 避 難 階 以 外 の 階 に 限

る 。 ） を 設 け た 場 合 に つ い て は 、 適 用 し な い こ と が で き



る 。  

７  防 火 上 支 障 が な い 建 築 物 等 （ 第 三 項 各 号 に 定 め る 要 件 に

該 当 す る も の を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 、 居 室

の 床 面 積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 階 、 居 室 の 床 面 積

の 合 計 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 ご と に 準 耐 火 構 造 の 壁 若 し く は

法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 で 区 画 さ れ て い

る 部 分 又 は 自 動 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 設 置 部 分 （ 以 下 こ れ

ら を 「 一 の 区 画 」 と い う 。 ） 内 の 各 階 ご と に 共 用 の 部 分 を

設 け 、 か つ 、 当 該 共 用 の 部 分 に 第 十 九 条 第 一 項 第 二 号 の 規

定 に よ る 窓 及 び 同 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 避 難 上 有 効 な バ ル

コ ニ ー 又 は 器 具 等 を 設 け た 場 合 に お け る 第 十 八 条 、 第 十 九

条 及 び 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 十 八 条 第 一 項 及 び

第 十 九 条 中 「 住 戸 等 」 と あ る の は 「 一 の 区 画 及 び 共 同 住 宅

の 住 戸 又 は 住 室 」 と 、 第 十 九 条 第 一 項 中 「 寄 宿 舎 の 寝 室 又

は 下 宿 の 宿 泊 室 」 と あ る の は 「 寄 宿 舎 の 寝 室 若 し く は 下 宿

の 宿 泊 室 又 は 一 の 区 画 内 に あ る 共 用 の 部 分 」 と 、 同 項 第 一

号 中 「 床 面 積 」 と あ る の は 「 寄 宿 舎 の 寝 室 又 は 下 宿 の 宿 泊

室 の 床 面 積 」 と 、 同 条 第 三 項 第 二 号 中 「 第 一 項 第 一 号 、 第

二 号 イ 及 び 第 三 号 の 規 定 に 適 合 す る 寄 宿 舎 の 寝 室 又 は 下 宿

の 宿 泊 室 」 と あ る の は 「 一 の 区 画 内 に 第 一 項 第 二 号 イ の 規

定 に 適 合 す る 共 用 の 部 分 が あ る 場 合 に 限 り 、 当 該 一 の 区

画 」 と 、 前 条 第 二 項 第 二 号 中 「 そ の 階 に お け る 」 と あ る の

は 「 一 の 区 画 内 に あ る 当 該 一 の 区 画 の 専 用 の 廊 下 で 、 か

つ 、 当 該 一 の 区 画 内 に あ る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

８  前 条 第 三 項 の 規 定 は 、 一 の 区 画 （ 防 火 上 支 障 が な い 建 築

物 等 の う ち 、 居 室 の 床 面 積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の

階 を 除 く 。 ） 内 に あ る 当 該 一 の 区 画 の 専 用 の 廊 下 に あ つ て



は 、 適 用 し な い こ と が で き る 。  

第 二 十 二 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で  （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 二 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で  （ 略 ）  
（ 連 続 式 店 舗 の 構 造 ）  

第 二 十 五 条  （ 現 行 の と お り ）  

一  床 面 積 の 合 計 五 百 平 方 メ ー ト ル （ ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

等 で 自 動 式 の も の を 設 け た 場 合 は 、 千 平 方 メ ー ト ル ） 以

内 ご と に 耐 火 構 造 若 し く は 一 時 間 準 耐 火 構 造 の 床 若 し く

は 壁 又 は 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 二 号 に 定 め る 特 定 防 火

設 備 で 区 画 す る こ と 。  

 

 

二  （ 現 行 の と お り ）  

（ 連 続 式 店 舗 の 構 造 ）  

第 二 十 五 条  （ 略 ）  

一  床 面 積 の 合 計 五 百 平 方 メ ー ト ル （ ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

等 で 自 動 式 の も の を 設 け た 場 合 は 、 千 平 方 メ ー ト ル ） 以

内 ご と に 耐 火 構 造 若 し く は 法 第 二 十 七 条 第 一 項 た だ し 書

の 規 定 に 基 づ き 政 令 で 定 め る 主 要 構 造 部 の 準 耐 火 性 能 に

係 る 技 術 的 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 の 床 若 し く は 壁 又

は 令 第 百 十 二 条 第 十 四 項 第 二 号 に 定 め る 特 定 防 火 設 備 で

区 画 す る こ と 。  

二  （ 略 ）  

第 二 十 六 条 か ら 第 三 十 条 ま で  （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 六 条 か ら 第 三 十 条 ま で  （ 略 ）  

（ 一 般 構 造 及 び 設 備 ）  

第 三 十 一 条  （ 現 行 の と お り ）  

一  床 及 び 排 水 施 設 は 、 耐 水 材 料 を も つ て 構 成 す る こ と 。  

 

二  （ 現 行 の と お り ）  

三  （ 現 行 の と お り ）  

四  延 焼 の お そ れ の あ る 部 分 に 外 壁 の 開 口 部 を 設 け る 場 合

は 、 法 第 二 条 第 九 号 の 二 ロ に 定 め る 防 火 設 備 を 設 け る こ

と 。  

五  （ 現 行 の と お り ）  

（ 一 般 構 造 及 び 設 備 ）  

第 三 十 一 条  （ 略 ）  

一  床 及 び 排 水 施 設 は 、 耐 水 材 料 を も つ て 構 成 し 、 汚 水 排

除 の 設 備 を 設 け る こ と 。  

二  （ 略 ）  

三  （ 略 ）  

四  延 焼 の お そ れ の あ る 部 分 に は 、 耐 火 構 造 、 準 耐 火 構 造

又 は 防 火 構 造 の 外 壁 を 設 け 、 か つ 、 そ の 開 口 部 に は 法 第

二 条 第 九 号 の 二 ロ に 定 め る 防 火 設 備 を 設 け る こ と 。  

五  （ 略 ）  

第 三 十 二 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で  （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 二 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で  （ 略 ）  



 


